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業務の適正を確保するための体制
１．業務の適正を確保するための体制の基本方針
当社は、2025年４月７日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制の整

備に関する基本方針を一部改定する決議をいたしました。
改定後の当該基本方針の概要は、以下のとおりであります。

（１） 取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① グループ全体での企業倫理の確立とコンプライアンス体制の構築・強化を図るために、
「ONOグループ コード・オブ・コンダクト」（企業行動規範）およびコンプライアンス
関連規程を制定する。

② コンプライアンスに係る諸施策を推進するために、コンプライアンス担当役員を任命
し、グループコンプライアンス委員会を組織する。

③ 取締役および従業員等がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかにコンプ
ライアンス部門に報告される体制を構築する。コンプライアンス上の重要な問題が発見
された場合は、取締役会に報告するとともに、適正に対応する。

④ コンプライアンス上の問題の未然防止、早期是正のために、社内および社外にコンプラ
イアンス通報窓口を設置する。

⑤ ③または④により報告・相談された事項については、コンプライアンス部門が調査した
上で、グループコンプライアンス委員会に報告する。グループコンプライアンス委員会
は、再発防止策を協議・決定するとともに、全社的に再発防止策を実施する。

（２） 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
取締役の職務の執行に係る情報については、担当取締役が法令および社内規程に基づき
文書を作成し、保存および管理を行う。

（３） 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① コンプライアンス、製品の品質・安全性、安全衛生、環境、災害および情報セキュリテ

ィ等に係るリスク管理については、それぞれ社内規則に基づき関連部署にて手順書の作
成・配布、研修等を行うことにより対応する。

② 経営に著しく影響を与えると判断されるリスクあるいは組織横断的なリスクについて、
代表取締役は、担当取締役、各部門の責任者等で構成する会議においてリスク状況の監
視および対応を行う。不測の事態が発生した場合には、必要に応じて代表取締役が関係
者を招集し、速やかに問題の解決に当たる。

③ 各部門固有のリスク対応については、各部門が必要に応じて対応手順書の整備などを行
う。

（４） 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、取締役会を原則毎月１回定例に、また、必要に応じて臨時に開催し、重要事項

の決定ならびに取締役の職務執行状況の監督等を行う。
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② 取締役会の効率化を図るため、代表取締役は、各部門を担当する取締役、関連部門の責
任者等を構成員とする経営会議等において、経営戦略や喫緊の経営課題、重要な業務執
行に係る問題、全社的な業務執行に係る問題、各部門からの重要な報告事項について検
討・審議し、必要に応じて取締役会に検討結果を具申・上程する。

（５） 当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社企業グループの経営を管理する部署を設け、関連部署と協力しながら子会社管理を

行う。子会社に対しては、定期的に業務報告を求めるとともに、当社からの役員派遣や
日常的な取引等を通じて子会社の取締役の職務執行状況を把握する。

② 子会社の法令遵守体制・リスク管理体制全般については、必要に応じて当社が助言・指
導を行う。子会社の存続に係るようなリスク、当社に著しい損失を及ぼすおそれのある
子会社のリスクについては、当社が関与して対策を検討する。

③ 当社の子会社の職務執行体制は、各社の事業内容、事業規模あるいは当社事業との係り
等を勘案しながら、機動的な業務執行が行われるよう整備する。

④ 子会社のコンプライアンス推進体制については、子会社管理の一環として、各社の事業
内容、事業規模、事業環境等に応じて適切に体制を整備するよう助言・指導するととも
に、定期的に運用状況の報告を求める。

（６） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

① 監査業務については内部監査部門が連携・協力するとともに、監査役の職務を補助する
監査役会事務担当者を置く。監査役から要請があったときは、監査役を補助する専任か
つ取締役から独立した従業員を配置する。

② 監査役の職務を補助すべき従業員を配置した場合、その者の人事は監査役から事前に意
見を聴取し、独立性を確保するなど、監査役の職務の執行に支障をきたすことのないよ
う配慮する。

（７） 当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人等が監査役に
報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

① 代表取締役は、監査役と協議の上、次に定める事項を監査役に報告する体制を整備す
る。

（ａ）経営会議で決議された事項
（ｂ）当社企業グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項
（ｃ）毎月の経営状況として重要な事項
（ｄ）内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
（ｅ）当社および子会社の重大な法令・定款違反
（ｆ）コンプライアンス通報窓口への通報状況および内容
（ｇ）その他コンプライアンス上重要な事項
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② 従業員は、子会社に役員として派遣されている場合または子会社に出向している場合も
含め、前項（ｂ）および（ｅ)に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接通
報することができるものとする。

③ 代表取締役は、監査役による子会社監査に協力する。
④ 当社および子会社の役員・従業員が、コンプライアンス通報窓口を利用したことや監査

役に対して直接通報したことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知
徹底する。

（８） その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。
② 監査役の職務の執行に必要な費用は、年間予算を確保するとともに、別途必要となった

場合は、監査役の請求に基づき適切に処理する。

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、上記方針に基づいて、内部統制体制の整備とその適切な運用に努めております。

内部統制に関する主な取り組みの内容は、以下のとおりであります。

（１） コンプライアンス体制
・海外でのさらなる事業展開を見据え、グループ全体のコンプライアンス関係規程の整
備・改訂を行うとともに、企業理念やミッションステートメントの浸透やコンプライア
ンス意識の向上を目的とした取り組みを継続的に実施しています。

・グループコンプライアンス委員会は監査役出席の下、年4回開催し、コンプライアンス
に関する課題の把握およびその対応策を検討いたしました。

・コンプライアンス管理体制についての第三者評価や従業員へのコンプライアンス意識調
査等を通じて、継続的に課題確認を行うとともに、改善に向けた取り組みを行っていま
す。

・当社グループの内部通報制度の整備、不正行為の未然防止、早期発見・是正を目的とし
て「内部通報グローバルポリシー」を新たに制定し、社外通報窓口をグループで統一し
ました。社内外の通報窓口については匿名での利用を認めており、これらを利用したこ
とを理由に不利益な扱いを受けない旨周知しています。

（２） 情報の保存および管理体制
・経営会議等、主要な会議の運営状況は、経営管理部が把握しており、各会議の事務局が
議事録の作成、回覧、保存管理をしています。

・稟議規程に基づき決裁された業務案件については、稟議決裁記録の保存管理をしていま
す。

・各種規制により情報の記録、保管等が求められている業務については、社内規程や標準
作業手順書等を整備し、情報の保存管理をしています。
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・営業秘密の管理、訴訟手続対応および業務効率化等（情報の有効活用）を目的とした
「情報・文書管理規程」の浸透や情報・文書管理意識の向上を図るための研修等を実施
しています。

（３） リスク管理体制
・平常時のリスク管理については、社内規程の整備、関連部署における研修等を実施する
とともに、内部監査部門による監査を実施するなど、リスク発生の未然防止に努めてい
ます。

・全社的なリスクマネジメント（ERM）においては、各部門で洗い出されたリスクに加
えて、経営層インタビューを通じて抽出されたリスクについて評価・分類を実施し、リ
スクマネジメント委員会で経営上特に重要なリスクを「主要リスク」と認定し、リスク
オーナー（管理責任者）を選定しています。また、リスクマネジメント委員会では、
ERMの年間計画を策定するとともに、主要リスクへの対応状況をモニタリングしてい
ます。なお、ERMの取り組みは、取締役会、監査役会でも報告がなされています。

・また、自然災害や重大事故等の発生に備え、事業継続計画（BCP）を策定し、体制を整
備しています。特に、サイバーセキュリティリスクに対しては、セキュリティ専任組織
を設置し、グローバルセキュリティ基盤の強化を図るとともに、各種ポリシーに基づく
情報セキュリティ管理体制の整備、従業員への情報セキュリティ教育等に取り組んでい
ます。また、重大なセキュリティインシデントの早期解決と被害の最小化を目的とし
て、CSIRT（Computer Security Incident Response Team）を組織し、インシデ
ント対応マニュアルを整備するなど、グループ全体のセキュリティ対策を進めていま
す。

（４） 効率的職務執行体制
・取締役会は、取締役会規則において付議基準を明確にする一方、重要な案件について
は、経営会議等の会議体において事前に多面的かつ慎重な審議を行い論点を整理するな
ど、取締役会の効率的な運営、業務執行の的確性の確保に努めています。

・取締役会の実効性向上を目的にした取締役および監査役による自己評価（第三者による
アンケート実施を含む）を通じて、取締役会の構成・運営等の継続的な見直しを行って
います。

・業務執行については、執行役員制度を採用し、決裁制度の整備と適切な権限委譲等によ
り、経営の効率化、意思決定の迅速化に努めています。

（５） グループ管理体制
・子会社の経営状態、役員等の派遣状況は、経営管理部が管理しており、子会社の情報
は、派遣している役員等や子会社との業務取引の窓口となっている当社関連部署と連携
して入手する体制となっています。
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・海外でのさらなる事業展開を見据え、当社企業グループの経営管理に係る体制整備を進
めています。

・子会社の業務執行体制、リスク管理体制、コンプライアンス推進体制については、当社
から派遣している役員や当社関連部署を通じて管理・監督しています。

・2024年6月に買収したデサイフェラ社については、既存の内部統制システムを基礎に、
当社から派遣している役員と当社関連部署が連携しながら、管理・運営体制の整備を進
めています。

（６） 監査役監査体制
・監査役監査の効率性、実効性を高めるため、内部監査部門が監査業務について連携・協
力し、監査役会事務担当者が監査役の職務を支援しています。

・監査役は経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて議事録や稟議書等の決裁書類
を閲覧しています。

・監査役に対して、コンプライアンス通報窓口への通報状況の報告を行い、子会社監査に
協力するなど、監査役監査の環境整備に努めています。

・監査役の職務執行が円滑に行われるよう、監査役と代表取締役との意見交換会を実施し
ています。
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連結持分変動計算書
2024年４月１日から2025年３月31日まで （単位：百万円）

資本金 資本剰余金 自己株式 その他の資本の
構成要素

2024 年 ４ 月 １ 日 残 高 17,358 17,458 △63,233 53,194
当期利益
その他の包括利益 △21,261
当 期 包 括 利 益 合 計 − − − △21,261

自己株式の取得 △1
自己株式の処分 △53 138
剰余金の配当
株式報酬取引 47
持分法の適用範囲の変動 34
利益剰余金から資本剰余金
への振替 6
その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替 △10,258

非金融資産への振替 △1,886
所有者との取引額等合計 − − 171 △12,145

2025 年 ３ 月 31 日 残 高 17,358 17,458 △63,063 19,789

利益剰余金 親会社の所有者に
帰属する持分合計 非支配持分 資本合計

2024 年 ４ 月 １ 日 残 高 768,183 792,961 5,644 798,604
当期利益 50,047 50,047 119 50,166
その他の包括利益 △21,261 0 △21,260
当 期 包 括 利 益 合 計 50,047 28,786 119 28,905

自己株式の取得 △1 △1
自己株式の処分 85 85
剰余金の配当 △37,574 △37,574 △11 △37,585
株式報酬取引 47 47
持分法の適用範囲の変動 34 34
利益剰余金から資本剰余金
への振替 △6 − −
その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替 10,258 − −

非金融資産への振替 △1,886 △1,886
所有者との取引額等合計 △27,322 △39,296 △11 △39,307

2025 年 ３ 月 31 日 残 高 790,908 782,451 5,751 788,203
（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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連 結 注 記 表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項）
１．当社および子会社（以下、当社グループ）の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、

国際会計基準（以下、「IFRS会計基準」）に準拠して作成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の
規定により、IFRS会計基準で求められる記載および注記の一部を省略しております。

２．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 26社
主要な連結子会社の名称
Deciphera Pharmaceuticals, Inc.
韓国小野薬品工業㈱
台灣小野藥品工業股份有限公司
東洋製薬化成㈱
㈱ビーブランド・メディコーデンタル

Deciphera Pharmaceuticals, Inc.の全株式を取得したため、同社およびその子会社11社を、当連結会計
年度より連結の範囲に含めております。以下、Deciphera Pharmaceuticals, Inc.または同社の子会社ある
いは同社グループ全体を「デサイフェラ社」と表記しております。
当社グループは、すべての子会社を連結の範囲に含めております。
なお、東洋製薬化成㈱の持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としており
ます。

３．持分法の適用に関する事項
当社は、当連結会計年度において、㈱ナミコスの全ての株式を売却しました。これに伴い、前連結会計年度
において持分法を適用していた㈱ナミコスは、持分法の適用範囲から除外しております。
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４．会計方針に関する事項
（１）金融商品の評価基準および評価方法
①デリバティブ以外の金融資産
（ⅰ）当初認識および測定

金融資産のうち売上債権等は、これらの発生日に当初認識しております。その他のすべての金融
資産は当該金融商品の契約当事者となった取引日に当初認識しております。金融資産は公正価値で
測定する金融資産、償却原価で測定する金融資産に分類しております。金融資産の通常の方法によ
る売買はすべて、決済日基準により認識および認識の中止を行います。通常の方法による売買とは、
市場における規則または慣行により一般に認められている期間内での資産の引渡しが要求される金
融資産の購入または売却をいいます。
すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する区分に分類される場合を除き、公正価

値に当該金融資産に直接帰属する取引費用を加算した金額で測定しております。純損益を通じて測
定する金融資産の取引費用は、純損益に認識しております。

（ⅱ）分類および事後測定
（a）償却原価で測定する金融資産

以下の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基
づいて、資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フ
ローが特定の日に生じる。
当初認識後、償却原価で測定する金融資産の帳簿価額については実効金利法を用いて算定してお

ります。実効金利法による償却および認識を中止した場合の利得または損失は、連結損益計算書に
おいて損益として認識しております。

（b）その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品
以下の条件がともに満たされる場合には、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性

金融商品に分類しております。
・当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事
業モデルの中で保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フ
ローが特定の日に生じる。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産については、公正価値の変動額

は、減損利得または減損損失および為替差損益を除き、当該金融資産の認識の中止または分類変更
が行われるまで、その他の包括利益として認識しております。
当該金融資産の認識の中止を行う際には、過去に認識したその他の包括利益を純損益に振り替え

ております。
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（c）その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
その他の包括利益を通じて公正価値で測定することを指定した資本性金融商品は、当初認識後、

公正価値で測定しその変動を、その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動と
して、その他の資本の構成要素に含めております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の認識を中止した場合、当該金融資産に

係る公正価値の純変動の累積額を直ちに利益剰余金に振り替えております。なお、当該金融資産か
らの配当金については、支払を受ける株主の権利が確定した時に、連結損益計算書において損益と
して認識しております。

（d）純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
上記の償却原価で測定する金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融

商品、およびその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品以外の金融資産につい
ては、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。
当初認識後、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、公正価値で測定し、その変動を連

結損益計算書において損益として認識しております。

（ⅲ）金融資産の認識の中止
金融資産は、便益を受領する権利が消滅したか、譲渡されたか、または実質的に所有に伴うすべ

てのリスクと経済価値が移転した場合に認識を中止しております。

（ⅳ）金融資産の減損
期末日ごとに、金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大したかどうかを評価して

おり、償却原価で測定される金融資産に係る減損については、当該金融資産に係る予想信用損失に
対して貸倒引当金を認識しております。具体的には、信用リスクが当初認識時点以降に著しく増大
していない場合には、12か月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しております。一方、信用リ
スクが当初認識時点以降に著しく増大している場合には、全期間の予想信用損失を貸倒引当金とし
て認識しております。信用リスクが著しく増加しているか否かの判断は、各期末日ごとに当初認識
以降の債務不履行の発生リスクの変化に基づいて判断しており、債務不履行の発生リスクに変化が
あるか否かの評価を行う際は、期日経過情報のほか、当社グループが合理的に利用可能かつ裏付け
可能な情報を考慮しております。なお、金融資産に係る信用リスクが期末日時点で低いと判断され
る場合には、当該金融資産に係る信用リスクが当初認識時点以降に著しく増大していないと評価し
ております。また、予想信用損失は、契約上、企業に支払われるべき金額と企業への受取が見込ま
れる金額との差額の割引現在価値に基づいて測定しております。ただし、売上債権等については、
信用リスクの当初認識時点からの著しい増加の有無に関わらず、常に貸倒引当金を全期間の予想信
用損失に等しい金額で測定しております。金融資産に係る貸倒引当金の繰入額および貸倒引当金を
減額する事象が発生した場合の戻入額は、連結損益計算書において損益として認識しております。

②デリバティブ
当社グループは、為替変動リスクおよび金利変動リスクに対処するため、デリバティブとしての先物為

替予約および金利スワップ等を契約しております。デリバティブは、契約が締結された時点の公正価値で
当初測定され、その後も公正価値で再測定しております。デリバティブの公正価値変動は連結損益計算書
において損益として認識しております。ただし、キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分はその他の包括
利益として認識しております。
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（２）棚卸資産の評価基準および評価方法
棚卸資産の取得原価には、原材料、直接労務費およびその他の直接費用ならびに関連する製造間接費を含

んでおります。
棚卸資産は取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額で測定し、原価の算定にあたっては、主とし

て総平均法を使用しております。また、正味実現可能価額は、通常の事業過程における予想売価から、完成
に要する見積原価および販売に要する見積費用を控除して算定しております。

（３）有形固定資産、のれんおよび無形資産の評価基準、評価方法および減価償却方法
①有形固定資産（使用権資産を除く）

当社グループは、有形固定資産の測定方法として原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額お
よび減損損失累計額を控除した価額で計上しております。
取得原価には、資産の取得に直接付随する費用、資産除去債務の当初見積額等が含まれます。有形固定

資産の減価償却は、使用可能となった時点から開始しております。
各資産はそれぞれの見積耐用年数にわたって定額法で減価償却を行っております。主要な資産項目の見

積耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 15〜50年
機械装置及び運搬具 ４〜15年
工具器具及び備品 ２〜20年
なお、見積耐用年数および減価償却方法等は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上

の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
また、各報告期間末日に各資産についての減損の兆候の有無を判定しております。減損の兆候がある場

合には、その資産またはその資産の属する資金生成単位ごとの回収可能価額を見積っております。
回収可能価額は、資産または資金生成単位の売却費用控除後の公正価値とその使用価値のうち高い方の

金額で算定しております。資産または資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超える場合には、回収可
能価額まで帳簿価額を減額し、減損損失を認識しております。
なお、使用価値は、見積り将来キャッシュ・フローを、貨幣の時間価値と当該資産に固有のリスク等を

反映した税引前の割引率を使用して、現在価値に割り引くことにより算定しております。
売却費用控除後の公正価値の算定にあたっては、利用可能な公正価値指標に裏付けられた適切な評価モ

デルを使用しております。
過年度に認識した減損損失については、損失の減少または消滅の可能性を示す兆候が存在しているかど

うかについて評価を行っております。そのような兆候が存在する場合には、当該資産または資金生成単位
の回収可能価額の見積りを行い、その回収可能価額が資産または資金生成単位の帳簿価額を超える場合、
算定した回収可能価額と過年度に減損損失が認識されていなかった場合の減価償却累計額控除後の帳簿価
額とのいずれか低い方を上限として、減損損失を戻し入れております。
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②のれん
のれんは、取得原価から減損損失累計額を控除して計上しております。
のれんは、企業結合のシナジーから便益を得ると見込まれる資金生成単位または資金生成単位グループ

に配分し、毎年一定の時期および減損の兆候があると認められた場合にはその都度、減損テストを実施し
ております。減損テストにおいて資金生成単位または資金生成単位グループの回収可能価額が帳簿価額を
下回る場合には、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、差額は減損損失として純損益で認識しており
ます。
資金生成単位または資金生成単位グループに関連して認識した減損損失は、まず資金生成単位または資

金生成単位グループに配分されたのれんの帳簿価額から減額するように配分し、次に資金生成単位または
資金生成単位グループにおけるその他の資産の帳簿価額を比例的に減額するよう配分しております。
のれんについて認識した減損損失は、その後の期間に戻入れを行いません。

③無形資産
（ⅰ）個別に取得した無形資産および企業結合により取得した無形資産

当社グループは、無形資産の測定方法として原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額およ
び減損損失累計額を控除した価額で計上しております。ただし、個別に取得した耐用年数を確定で
きない無形資産は、取得原価から減損損失累計額を控除した額で計上しております。
無形資産の償却は、使用可能となった時点から開始しております。耐用年数を確定できない無形

資産および未だ使用可能でない無形資産を除き、各資産はそれぞれの見積耐用年数にわたって定額
法で償却を行っております。主要な資産項目の見積耐用年数は以下のとおりであります。
販売権 ８〜17年
ソフトウェア ３〜８年
販売権の償却費の算定に用いる見積耐用年数は、特許権の有効期間等を考慮して決定しておりま

す。
なお、見積耐用年数および償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上

の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

（ⅱ）自己創設無形資産（内部発生の研究開発費）
開発（または内部プロジェクトの開発局面）における支出は、以下のすべてを立証できる場合に

限り、資産として認識することとしております。
（ａ）使用または売却できるように無形資産を完成させることの、技術上の実行可能性
（ｂ）無形資産を完成させ、さらにそれを使用または売却するという意図
（ｃ）無形資産を使用または売却できる能力
（ｄ）無形資産が蓋然性の高い将来の経済的便益を創出する方法
（ｅ）無形資産の開発を完成させ、さらにそれを使用または売却するために必要となる、適切な技

術上、財務上およびその他の資源の利用可能性
（ｆ）開発期間中の無形資産に起因する支出を、信頼性をもって測定できる能力
当社グループは、医療用医薬品の認可および開発活動に関連したリスクと不確実性により、規制

当局からの販売承認を得ない限り、無形資産を認識する資産計上基準は満たされないと判断してお
ります。販売承認前に発生した内部発生開発費は、研究開発費として発生時に費用計上しておりま
す。
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（ⅲ）減損
各報告期間末日に減損の兆候の有無を判定し、減損の兆候がある場合には、減損テストを実施し

ております。また耐用年数が確定できない無形資産および未だ使用可能でない無形資産については、
減損の兆候の有無にかかわらず毎年一定の時期に、減損テストを実施しております。
減損テストは、各資産の回収可能価額を算定し、帳簿価額と比較することにより実施しておりま

す。個別資産についての回収可能価額の見積りが不可能な場合には、当該資産が属する資金生成単
位の回収可能価額を見積っております。
資産または資金生成単位の回収可能価額は、売却費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高

い方の金額で測定しております。回収可能価額は、見積り将来キャッシュ・フローを現在価値に割
り引くことにより算定しております。回収可能価額の算定には、研究開発の進捗状況に基づく販売
可能期間、想定販売単価、想定患者数および割引率といった経営者による仮定が使用されておりま
す。
使用する割引率は、貨幣の時間価値と当該資産に固有のリスクのうち、将来キャッシュ・フロー

の見積りを調整していないものを反映した税引前の利率を用いております。

④使用権資産
当社グループは、借手としてのリース取引について、リース開始日に、使用権資産を取得原価で、リー

ス負債を未払リース料総額の現在価値として測定しております。
使用権資産は、耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、定額法で減価償却を行っており

ます。
リース料は、利息法に基づき金融費用とリース負債の返済額に配分し、金融費用は連結損益計算書にお

いて認識しております。
ただし、無形資産に係るリース、原資産が少額であるリースおよびリース期間が12か月以内の短期リー

スについては、使用権資産およびリース負債を認識しておりません。少額リースおよび短期リースに係る
リース料は、リース料総額をリース期間にわたって、定額法または他の規則的な基礎のいずれかにより費
用として認識しております。
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（４）収益の認識基準
当社グループは、利息および配当収益等を除き、以下の５ステップを適用することにより収益を認識して

おります。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：履行義務の充足時または充足するにつれて収益を認識する

①製商品の販売
製商品の販売は、顧客へ製商品を引き渡した時点で、顧客に製商品の所有に伴う重大なリスクおよび経

済価値が移転し、顧客が当該製商品に対する支配を獲得することにより、当社グループの履行義務が充足
されると判断しており、当該製商品の引渡時点で収益を認識しております。
製商品の販売から生じる収益は、販売契約における対価から販売数量または販売金額に基づくリベート

や値引き等を控除した金額で算定しており、顧客に返金すると見込んでいる対価および第三者のために回
収する金額を返金負債として計上しております。リベート等の見積りにあたっては、契約条件や過去の実
績などに基づく最頻値法を用いております。また、売上収益は重大な戻入れが生じない可能性が非常に高
い範囲でのみ認識しております。
製商品の販売に係る対価は、顧客へ製商品を引き渡した時点から主として１年以内に受領しておりま

す。なお、重大な金融要素は含んでおりません。
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②ロイヤルティ収入等
ロイヤルティ収入は、契約相手先の売上収益等を基礎に算定されたライセンス契約等における対価であ

り、契約相手先の売上発生に応じて、売上収益として認識しております。
ライセンス収入は、当社グループが第三者との間で締結した開発品または製品の開発・販売権等に関す

るライセンス契約等に基づいて受領した契約一時金・マイルストンによる収入であり、ライセンス契約等
において履行義務が一時点で充足される場合には、契約一時金・マイルストンによる収入については開発
権・販売権等を付与した時点で契約上の履行義務が充足されたと判断し、当該時点で売上収益として認識
しております。一方、履行義務が一定期間にわたり充足される場合には、当該対価を契約負債として計上
し、個々の契約ごとに決定した履行義務の充足に関する進捗度の測定方法に従い、契約一時金・マイルス
トンによる収入を予想される開発期間等の一定期間にわたって売上収益として認識しております。
なお、マイルストンによる収入は、事後に重大な戻入が生じる可能性を考慮し、契約上定められたマイ

ルストンが達成された時点から売上収益として認識しております。
ロイヤルティ収入等の取引が重大な金融要素を含む場合、売上収益は実効金利を用いて現在価値で測定

しております。ただし、契約に基づく権利の確定時点から１年以内に受領すると見込まれる場合、重大な
金融要素の調整は行っておりません。

（５）従業員退職給付の会計処理方法
当社グループの退職給付制度は、主として確定給付制度と確定拠出制度を採用しております。

①確定給付制度
当社グループは、確定給付制度における給付を支給するための費用を、各報告期間の末日に実施する年

金数理計算において、予測単位積増方式により測定しております。再測定は、数理計算上の差異、資産上
限額の変動の影響、制度資産に係る収益（利息分除く）を含み、発生期間にその他の包括利益に認識する
ことで直ちに連結財政状態計算書に反映されます。その他の包括利益に認識された再測定は直ちに利益剰
余金に振り替えられ、純損益には振り替えられません。過去勤務費用は、制度改訂が行われた期間に純損
益に認識します。利息純額は、確定給付負債または資産の純額に対して、報告期間の期首時点の割引率を
使用して計算し、金融費用または金融収益として表示しております。なお、確定給付費用は以下のように
分類されます。
• 勤務費用（当期勤務費用、過去勤務費用等）
• 利息費用純額または利息収益純額
• 再測定
連結財政状態計算書上に認識される退職給付に係る負債または資産は、当社グループの確定給付制度に

おける実際の積立不足または積立超過を表しています。この計算による積立超過は、制度からの返還また
は制度に対する将来掛金の減額という形による利用可能な将来の経済的便益の現在価値を資産上限額とし
ています。

②確定拠出制度
確定拠出型の退職給付に係る拠出は、従業員が関連するサービスを提供した時点で費用として認識して

おります。
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（６）その他連結計算書類作成のための重要な事項
①外貨換算

当社グループの連結計算書類は、当社の機能通貨である日本円で表示しております。また、グループ内
の各企業はそれぞれ独自の機能通貨を定めており、各企業の取引はその機能通貨により測定しておりま
す。
外貨建取引は、取引日における直物為替相場またはそれに近似するレートにより機能通貨に換算してお

ります。外貨建の貨幣性資産および負債は、決算日の直物為替相場により機能通貨に換算しております。
当該換算および決済により生じる換算差額は損益として認識しております。ただし、その他の包括利益を
通じて測定される金融資産およびキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額については、その他の
包括利益として認識しております。
在外営業活動体の資産および負債は、決算日の直物為替相場により、収益および費用は平均為替相場を

用いて、それぞれ円貨に換算しており、その換算差額はその他の包括利益として認識しております。在外
営業活動体が処分された場合には、当該営業活動体に関連する累積換算差額を処分した期の損益として認
識します。

②重要なヘッジ会計の方法
当社グループは、為替変動リスクおよび金利変動リスクに対処する観点から、デリバティブとしての先

物為替予約および金利スワップをヘッジ手段としてキャッシュ・フロー・ヘッジに指定しております。
ヘッジ関係の開始時に、当社グループはヘッジ取引を行うための戦略に従い、ヘッジ手段とヘッジ対象

の関係について文書化しております。さらに、ヘッジの開始時およびヘッジ期間中に、当社グループは、
ヘッジ手段がヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動を相殺するのにきわ
めて有効であるかどうかを文書化しております。
キャッシュ・フロー・ヘッジの会計処理は以下のとおりです。
キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定され、かつ、適格なデリバティブの公正価値の変動の有効部分

はその他の包括利益に認識し、その他の資本の構成要素に累積します。利得または損失のうち非有効部分
は直ちに純損益に認識されます。
その他の包括利益で認識し、資本に累積されていた金額は、ヘッジ対象が純損益に影響を与えた期間

に、認識されたヘッジ対象と同じ項目において純損益に振り替えます。しかし、ヘッジされた予定取引が
非金融資産や非金融負債の認識を生じさせるものである場合には、従前にその他の包括利益で認識し、資
本に累積されていた利得または損失は、資本から振り替えられ、非金融資産または非金融負債の取得原価
の当初測定に含められます。
ヘッジ手段が失効、売却、終結または行使された場合、またはもはやヘッジ会計として適格でない場合

には、ヘッジ会計を中止しています。その他の包括利益に認識し、資本に累積されていた利得または損失
は、そのまま資本に残され、予定取引が最終的に純損益に認識された時点において純損益に振り替えられ
ます。予定取引がもはや発生しないと見込まれる場合には、資本で累積された利得または損失は直ちに純
損益に認識されます。

③グループ通算制度の適用
当社および一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
当社グループの連結計算書類は、収益および費用、資産および負債の測定に関する経営者の見積りおよび仮

定を含んでおります。これらの見積りおよび仮定は過去の実績および決算日において合理的であると考えられ
る様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づいております。しかし、その性質上、将来において、こ
れらの見積りおよび仮定とは異なる結果となる可能性があります。
見積りおよびその基礎となる仮定は経営者により継続して見直されております。これらの見積りおよび仮定

の見直しによる影響は、その見積りおよび仮定を見直した期間およびそれ以降の期間において認識しておりま
す。
会計方針を適用する過程で行われた判断および見積り、ならびに会計上の見積りおよび仮定のうち、連結計

算書類に報告された金額に重大な影響を及ぼすものに関する情報は次のとおりであります。

１．無形資産およびのれんの減損
(1) 当連結会計年度の連結財政状態計算書に計上した額

無形資産（特許権及びライセンス等） 38,819百万円
デサイフェラ社の企業結合により取得した無形資産 284,003百万円
のれん 21,186百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、無形資産について、各報告期間末日に減損の兆候の有無を判定し、減損の兆候が

ある場合には、減損テストを実施しております。また耐用年数が確定できない無形資産および未だ使
用可能でない無形資産、のれんについては、減損の兆候の有無にかかわらず毎年一定の時期に、減損
テストを実施しております。
減損テストは、各資産の回収可能価額を算定し、帳簿価額と比較することにより実施しております。

個別資産についての回収可能価額の見積りが不可能な場合には、当該資産が属する資金生成単位の回
収可能価額を見積っております。
資産または資金生成単位の回収可能価額は、売却費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い

方の金額で測定しております。回収可能価額は、見積り将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引
くことにより算定しております。回収可能価額の算定には、研究開発の進捗状況に基づく販売可能期
間、想定販売単価、想定患者数および割引率といった経営者による仮定が使用されております。
使用する割引率は、貨幣の時間価値と当該資産に固有のリスクのうち、将来キャッシュ・フローの

見積りを調整していないものを反映した税引前の利率を用いております。
将来の事象によって、減損テストに用いられた仮定が変更され、その結果、当社グループの将来の

業績に影響を及ぼす可能性があります。
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2．繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財政状態計算書に計上した額

繰延税金資産 51,020百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、資産および負債の会計上の帳簿価額と税務上の金額との間に生じる一時差異に係
る税効果については、繰延税金資産を回収できる課税所得が生じると見込まれる範囲において、当該
一時差異に適用される法定実効税率を使用して繰延税金資産を計上しております。当社グループは、
事業計画等に基づいて将来獲得しうる課税所得の時期およびその金額を合理的に見積り、課税所得が
生じる可能性を判断しています。

3．退職給付会計の基礎率
(1) 当連結会計年度の連結財政状態計算書に計上した額

退職給付に係る負債 2,640百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは確定給付型を含む複数の退職給付制度を有しております。
確定給付制度債務の現在価値および関連する勤務費用等は、数理計算上の仮定に基づいて算定して

おります。数理計算上の仮定には、割引率や利息の純額等の変数についての見積りおよび判断が求め
られます。
当社グループは、これらの変数を含む数理計算上の仮定の適切性について、外部の年金数理人から

の助言を得ております。
数理計算上の仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経

済条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、連結計算書類
において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

4．デサイフェラ社の企業結合により取得した無形資産
(1) 当連結会計年度の連結財政状態計算書に計上した額

無形資産 284,003百万円
上記は、デサイフェラ社の企業結合により取得した無形資産であります。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当連結会計年度において、当社グループは、デサイフェラ社の株式を取得し、連結子会社としてお

ります。当該企業結合により取得した取得日時点の無形資産の公正価値は、外部の専門家を利用し、
企業価値評価で用いられた事業計画を基礎に、無形資産から生み出すことが期待される将来キャッシ
ュ・フローを割り引くインカム・アプローチ（超過収益法）により算出しております。公正価値の測
定に用いた主要な仮定は、研究開発の進捗状況に基づく販売可能期間、想定販売単価、想定患者数お
よび割引率であります。
将来の事象によって、公正価値の測定に用いられた仮定の見直しが必要となった場合には、当社グ

ループの将来の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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（連結財政状態計算書に関する注記）
１．担保に供している資産

その他の流動資産 7,500百万円
その他の非流動資産 1,000百万円
主に関税法・消費税法に基づき輸入取引に伴う関税・消費税の納期限延長制度を利用する際の担保として

供託しております。

２．資産に係る減価償却累計額（減損損失累計額を含む）
有形固定資産 125,657百万円

３．資産から直接控除した貸倒引当金
売上債権及びその他の債権 ５百万円

（連結損益計算書に関する注記）
減損損失
当連結会計年度に7,981百万円の減損損失を認識しており、仕掛研究開発費の減損損失は「研究開発費」、

有形固定資産の減損損失は「その他の費用」にそれぞれ含めて計上しております。
仕掛研究開発費の減損損失は、新薬の開発中止に伴い認識したものです。
有形固定資産の減損損失は、将来の使用が見込まれない資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し

たものであり、回収可能価額は使用価値を基礎に算定しております。

（連結持分変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

当連結会計年度期首
（株）

増加
（株）

減少
（株）

当連結会計年度末
（株）

発行済株式
普通株式 498,692,800 − − 498,692,800

自己株式
普通株式 29,045,346 3,149 128,664 28,919,831

（注）１．普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加549株および譲渡制限付株式報
酬の返還による増加2,600株であります。

２．普通株式の自己株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分63,400株および持
分法適用除外に伴う自己株式の減少65,264株によるものであります。
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２．配当に関する事項
（１）配当金支払額

決議 株式の
種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2024年６月20日
定時株主総会

普通
株式 18,786 40.0 2024年３月31日 2024年６月21日

2024年10月31日
取締役会

普通
株式 18,788 40.0 2024年９月30日 2024年12月２日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

決議（予定） 株式の
種類

配当金
の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年６月19日
定時株主総会

普通
株式 18,791 利益剰余金 40.0 2025年３月31日 2025年６月20日

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に関する取組方針

当社グループは、国債等の債券投資を中心に資金運用を行っております。資産構成において、医薬品製
造販売業を行う上での短期的な資金需要にも応えられるように流動性が確保された金融資産も組み入れて
おります。デリバティブについては、外貨での資金決済に伴う為替変動リスクおよび資金調達に伴う金利
変動リスクを軽減するために利用しており、投機的な取引は行っておりません。

（２）金融商品の内容およびそのリスクならびに管理体制
営業債権である売上債権及びその他の債権は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関し

ては、当社グループの与信管理規程に基づき、与信限度額および取引条件を定めることを原則としており
ます。また、回収懸念の軽減を図るべく取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引
先の信用状況を第三者の格付け機関から入手し、信用評価を継続的に実施しております。
有価証券および投資有価証券は、主に債券および取引企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒さ

れています。把握された時価情報は、定期的に役員に報告されております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デ

リバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行って
おります。
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２．金融商品の公正価値等に関する事項
公正価値の測定方法
現金及び現金同等物、仕入債務及びその他の債務

これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。

売上債権及びその他の債権
短期間で回収される債権については、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。また、回収に長期間を要する債権については、公正価値は一定の期間ごとに区
分した債権ごとに、満期までの期間および信用リスクを加味した利率を用いて将来キャッシュ・フ
ローを割引く方法により算定しております。

有価証券、投資有価証券
市場性のある有価証券および投資有価証券の公正価値は市場価格を用いて測定しております。非

上場株式については、時価純資産方式等の合理的な方法により測定しております。
その他の金融資産およびその他の金融負債
保険積立金

保険積立金の公正価値は、払戻しに伴う契約上の重要な制約がないため、解約払戻金により測定
しております。

デリバティブ
デリバティブは主に為替予約および金利スワップに係る取引であり、公正価値は、取引先金融機

関等から提示された観察可能な市場データに基づき算定しています。
定期預金

定期預金の公正価値は、同様の契約を新規に行った場合に想定される利率を用いて将来キャッシ
ュ・フローを割引く方法により測定しております。

借入金
借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映しており、公正価値は帳簿価額

にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、固定金利によるものは、元金利の
合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引く方法により算定しております。

その他
これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。
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2025年３月31日（当連結会計年度の連結決算日）における連結財政状態計算書計上額、公正価値およびこ
れらの差額については、次のとおりであります。なお、公正価値が帳簿価額と一致している金融資産および金
融負債は含みません。

（単位：百万円）
連結財政状態
計算書計上額
（＊）

公正価値（＊） 差額

（金融資産）
−売上債権及びその他の債権 135,022 135,101 79
−有価証券、投資有価証券 93,037 93,033 △3

（金融負債）
−借入金 (135,000) (134,287) 713
（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

３．金融商品の公正価値のレベルごとの内訳等に関する事項
IFRS第13号「公正価値測定」は金融商品の公正価値の算定に用いたインプットの観察可能性に基づき、金

融商品の算定額をレベル１からレベル３までの階層に分類することを要求しております。
公正価値の階層は次のとおりであります。
レベル１：測定日現在でアクセスできる同一の資産または負債に関する活発な市場における無修正の相場

価格
レベル２：資産または負債について直接または間接に観察可能なインプットのうち、レベル１に含まれる

相場価格以外のもの
レベル３：資産または負債についての観察可能でないインプット
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（１）公正価値で測定する金融資産および金融負債
連結財政状態計算書において、公正価値で測定する階層ごとの金融資産および金融負債の公正価値は次

のとおりであります。
（単位：百万円）

公正価値

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

(金融資産)
純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産
−有価証券、投資有価証券 − − 7,693 7,693

−その他の金融資産 − 122 7,944 8,065
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産
−有価証券、投資有価証券 76,470 4,526 4,109 85,104

合計 76,470 4,647 19,745 100,862

(金融負債)
純損益を通じて公正価値で
測定する金融負債
−その他の金融負債 − 590 − 590

合計 − 590 − 590
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（２）償却原価で測定する金融資産および金融負債
連結財政状態計算書において、償却原価で測定する階層ごとの金融資産および金融負債の公正価値は次

のとおりであります。
（単位：百万円）

公正価値

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

(金融資産)

償却原価で測定する金融資産

−売上債権及びその他の債権 − 135,101 − 135,101

−有価証券、投資有価証券 − 237 − 237

合計 − 135,338 − 135,338

(金融負債)

償却原価で測定する金融負債

−借入金 − 134,287 − 134,287

合計 − 134,287 − 134,287

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり親会社所有者帰属持分 1,665円61銭
２．基本的１株当たり当期利益 106円55銭
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（収益認識に関する注記）
１．収益の分解
（１）財またはサービスの種類別

（単位：百万円）

金額

製品商品 330,763
ロイヤルティ・その他
オプジーボ点滴静注 113,042
「Keytruda®」（メルク社） 26,449
その他 16,617

ロイヤルティ・その他 合計 156,107
合計 486,871

（２）地域別
（単位：百万円）

金額

日本 295,247
米国 167,048
アジア 16,343
欧州 7,503
その他 729

合計 486,871
（注）売上収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
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２．当連結会計年度および翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（１）契約残高

（単位：百万円）

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権

売掛金 129,012 128,127

受取手形 1,429 507

合計 130,441 128,634
（注）１．重要な契約負債はありません。

２．過去の期間に充足した履行義務から当連結会計年度に認識した収益の金額は147,532百万円であ
り、主なものはロイヤルティ収入であります。

（２）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法

を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価
の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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（企業結合に関する注記）
当社は、米国のバイオ医薬品企業 Deciphera Pharmaceuticals, Inc. （以下「デサイフェラ社」）との間

で、買収のために新たに設立した完全子会社を通じて、現金を対価として同社を買収（以下「本買収」）する
ことで合意し、2024年４月に契約を締結しました。この契約に基づき、2024年６月11日（米国東部時間）
に同社の買収が完了し、同社を当社の完全子会社としました。

(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の概要

被取得企業の名称 Deciphera Pharmaceuticals, Inc.
被取得企業の事業の内容 医薬品の研究開発、商業化

② 取得日
2024年６月11日（米国東部時間）

③ 取得した議決権付資本持分の割合
100％

④ 被取得企業の支配の獲得方法
現金を支払対価とする株式取得

⑤ 企業結合の主な理由
当社はグローバルスペシャリティファーマとして、独創的かつ革新的な新薬を世界に届けることを

目指しています。中長期成長戦略である「パイプライン強化とグローバル開発の加速」および「欧米
自販の実現」を見据え、医療ニーズの高いがんや免疫疾患、中枢神経疾患、スペシャリティ領域を重
点研究領域に定め、医療現場に革新をもたらす新薬の創出に取り組んでいます。本買収により、がん
領域における優れた研究開発能力と欧米でのコマーシャルケイパビリティを有するデサイフェラ社を
パートナー企業として迎え入れ、当社グループのパイプラインの拡充およびグローバル展開を加速さ
せていきます。
デサイフェラ社は、がんを対象とした革新的な医薬品の研究・開発・販売に注力しており、自社で

創製した経口キナーゼ阻害剤からなる豊富なパイプラインを有しています。KIT阻害剤である
QINLOCK®（Ripretinib）は、イマチニブを含む3種類以上のキナーゼ阻害剤による治療を受けた成
人の消化管間質腫瘍（GIST）患者に使用される薬剤として、米国、欧州および中国を含む40ヶ国以上
で販売されています。加えて、CSF-1R阻害剤であるVimseltinibは腱滑膜巨細胞腫（TGCT）を対象
とした第Ⅲ相臨床試験（MOTION study）において、主要評価項目およびその他副次的評価項目を
統計学的有意に達成しており、欧米での申請を2024年に予定しています。また、デサイフェラ社は、
米国および主要な欧州諸国において自社での販売網を構築しており、この販売網はVimseltinibにおい
ても活用されます。
本買収により、当社は固形がん領域のパイプラインを拡充し、特にQINLOCK®とVimseltinibの獲

得によって短中期的なグループの収益増加が期待できます。また、デサイフェラ社の欧米での開発・
販売能力を獲得し、欧米自販体制を強化できます。さらに、デサイフェラ社の創薬能力を活用するこ
とで、当社グループのオンコロジー領域において研究開発のさらなる加速が期待できます。
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(2) 取得日における取得資産、引受負債および支払対価の公正価値
（単位：百万円）
金額

現金及び現金同等物 15,433
売上債権及びその他の債権 6,729
有価証券 16,650
棚卸資産 41,816
有形固定資産 5,182
無形資産 （注）２ 315,036
投資有価証券 1,156
その他の資産 4,332
仕入債務及びその他の債務 △8,941
リース負債 △3,890
その他の負債 △5,541
繰延税金負債 △19,566
取得資産及び引受負債の公正価値（純額） 368,396

ベーシス・アジャストメント 1,886
のれん （注）３ 22,822
為替換算調整勘定 △10,970
合計 382,135

支払対価の公正価値の合計 382,135
（注）１．当連結会計年度末において、取得日における識別可能資産および負債の公正価値を算定し、

支払対価の配分が完了しております。
２．無形資産は、製品に係る販売権および仕掛研究開発費であります。
３．のれんの内容は、主に期待される将来の収益力に関連して発生したものであります。なお、

認識されたのれんのうち、税務上損金算入が見込まれるものはありません。

(3) キャッシュ・フロー情報
（単位：百万円）
金額

支払対価の公正価値の合計 382,135
被取得企業が保有する現金及び現金同等物 △15,433
ベーシス・アジャストメント △1,886
子会社の取得による支出 364,816
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(4) 取得関連費用
3,382百万円

取得関連費用は、発生時に連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に計上しております。

(5) 連結損益計算書に与える影響
①当連結会計年度の連結損益計算書で認識されている取得日以降の被取得企業の売上収益および当期利益

売上収益 26,109百万円
当期利益（△は損失） △29,999百万円
なお、上記の当期利益（△は損失）には、取得日に認識した無形資産の償却費や公正価値評価され

た棚卸資産の費用化などが含まれております。

②企業結合が期首に実施されたと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書の売上収益および当期
利益に与える影響額（非監査情報）

売上収益 34,552百万円
当期利益（△は損失） △35,353百万円

（重要な後発事象に関する注記）
当社は、米国Ionis Pharmaceuticals Inc.と、同社が真性多血症（PV）の治療薬として開発中の

「Sapablursen」に関するライセンス契約を2025年３月12日に締結しました。本契約の締結により、当社は、
全世界を対象に独占的に「Sapablursen」を開発および商業化する権利を取得しました。当社は、契約一時金
として2.8 億米ドル、また、開発の進捗、申請/承認時および売上高に応じたマイルストンとして合計で最大
6.6 億米ドルを、さらに、「Sapablursen」の売上高に応じたロイヤルティを同社に支払います。本取引は、
Hart-Scot-Rodino Antitrust Improvements Act （"HSR Act"）に定める事前届出の対象となりますが、当
社は、2025年３月24日に米国当局（司法省および連邦取引委員会）への届出を行い、2025年４月24日に本
届出の待機期間が終了しました。これに伴い、同社との契約が有効となることから、契約一時金2.8億米ドル
につきましては、2025年４月に、連結財政状態計算書の「無形資産」に計上しております。

（その他の注記）
連結注記表は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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株主資本等変動計算書
2024年４月１日から2025年３月31日まで （単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

2024年４月１日残高 17,358 17,002 − 17,002 4,340 129 374,500 349,132 728,101
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △37,579 △37,579
当期純利益 102,415 102,415
自己株式の取得
自己株式の処分 △4 △4
固定資産圧縮積立金の取崩 △2 2 −
利益剰余金から資本剰余金
への振替 4 4 △4 △4
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 − − − − − △2 − 64,833 64,832
2025年３月31日残高 17,358 17,002 − 17,002 4,340 128 374,500 413,965 792,933

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産
合計自己株式 株主資本

合計
その他
有価証券
評価差額金

繰延
ヘッジ
損益

土地
再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

2024年４月１日残高 △63,187 699,274 54,636 △402 △3,304 50,930 750,205
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △37,579 △37,579
当期純利益 102,415 102,415
自己株式の取得 △1 △1 △1
自己株式の処分 138 134 134
固定資産圧縮積立金の取崩 − −
利益剰余金から資本剰余金
への振替 − −
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） △17,722 179 △64 △17,606 △17,606

事業年度中の変動額合計 137 64,969 △17,722 179 △64 △17,606 47,362
2025年３月31日残高 △63,050 764,243 36,914 △222 △3,367 33,324 797,567
（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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個 別 注 記 表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準および評価方法
（1）有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券…………………… 償却原価法（定額法）
子会社株式および関連会社株式……… 移動平均法による原価法
その他の関係会社有価証券…………… 移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合等については、組合契約に規定される決
算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相
当額を純額で取り込む方法によっております。

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの… 時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

市場価格のない株式等……………… 移動平均法による原価法

（2）デリバティブの評価基準および評価方法
デリバティブ…………………………… 時価法

（3）棚卸資産の評価基準および評価方法……主として総平均法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）……定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）ならびに2016年４月１日以
降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 15〜50年
機械装置及び車両運搬具 ４〜15年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）……定額法
主な耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウェア 3〜5年

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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３．引当金の計上基準
（1）貸 倒 引 当 金…当事業年度末における売上債権等の貸倒れによる損失に備えて、内規（一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を計上）に定める基準により算定した額を計上しております。

（2）賞 与 引 当 金…従業員賞与の支給に備えて、支給見込額を計上しております。
（3）役員賞与引当金…役員賞与の支給に備えて、支給見込額を計上しております。
（4）株式報酬引当金…取締役（社外取締役を除く）および執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度によ

る当社株式の交付に備えて、支給見込額を計上しております。
（5）販売促進引当金…販売した製品・商品のうち当事業年度末における特約店在庫分について、その販売促進

に要する諸費用に備えて、その在庫に実績を基礎にした販売経費率を乗じた額を計上し
ております。

（6）退職給付引当金…従業員の退職給付に備えて、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度に発生した額を翌事業年度に一括で費用処理するこ

ととしております。過去勤務費用は、発生時から一年間で費用処理することとしており
ます。

４．収益の計上基準
当社は、利息および配当収益等を除き、次の５つのステップを適用することにより認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：履行義務の充足時または充足するにつれて収益を認識する

製商品の販売に係る対価は、顧客へ製商品を引き渡した時点から主として1年以内に受領しており、重要な金
融要素は含んでおりません。
ロイヤルティ収入等の取引が重要な金融要素を含む場合、収益は実効金利を用いて現在価値で測定しておりま

す。ただし、契約に基づく権利の確定時点から1年以内に受領すると見込まれる場合、重要な金融要素の調整は
行っておりません。
主要な事業における顧客との契約に基づく主な履行義務の内容および当該履行義務に係る収益を認識する通常

の時点は、連結注記表に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
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５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。

（2）重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。
ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約取引、金利スワップ取引
ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務等（予定取引を含む）、外部借入

ヘッジ方針
外貨建取引に係る相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を、外部借入に係る金利の上昇リス
クを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
投機的な取引および短期的な売買差益を得る取引は行っておりません。

ヘッジの有効性
ヘッジの有効性については、それぞれのヘッジ手段とヘッジ対象が対応していることを確認することに
より有効であることを評価しております。

（3）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類に

おけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

（表示方法の変更）
損益計算書関係

前事業年度の損益計算書において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「その他の関係
会社有価証券評価損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。
また、前事業年度の損益計算書において、独立掲記していた「訴訟費用等」（当事業年度5百万円）は、金

額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より営業外費用の「その他」に含めて表示しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
当社の計算書類は、収益および費用、資産および負債の測定に関する経営者の見積りおよび仮定を含んでおり

ます。これらの見積りおよび仮定は過去の実績および決算日において合理的であると考えられる様々な要因等を
勘案した経営者の最善の判断に基づいております。しかし、その性質上、将来において、これらの見積りおよび
仮定とは異なる結果となる可能性があります。
見積りおよびその基礎となる仮定は経営者により継続して見直されております。これらの見積りおよび仮定の

見直しによる影響は、その見積りおよび仮定を見直した期間およびそれ以降の期間において認識しております。
会計方針を適用する過程で行われた判断および見積り、ならびに会計上の見積りおよび仮定のうち、計算書類

に報告された金額に重大な影響を及ぼすものに関する情報は次のとおりであります。

１．繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の計算書類に計上した額

繰延税金資産 53,116百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、資産および負債の会計上の帳簿価額と税務上の金額との間に生じる一時差異に係る税効果
については、繰延税金資産を回収できる課税所得が生じると見込まれる範囲において、当該一時差異
に適用される法定実効税率を使用して繰延税金資産を計上しております。当社は、事業計画等に基づ
いて将来獲得しうる課税所得の時期およびその金額を合理的に見積り、課税所得が生じる可能性を判
断しています。

２．確定給付債務の測定
(1) 当事業年度の計算書類に計上した額

前払年金費用 8,976百万円
退職給付引当金 2,944百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
確定給付債務の現在価値および関連する勤務費用等は、数理計算上の仮定に基づいて算定しており

ます。数理計算上の仮定には、割引率や利息の純額等の変数についての見積りおよび判断が求められ
ます。当社は、これらの変数を含む数理計算上の仮定の適切性について、外部の年金数理人からの助
言を得ながら、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の
変動により、当社の将来の業績に影響を及ぼす可能性があります。

3．関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した額

関係会社株式 387,700百万円
上記のうち、子会社であるデサイフェラ社の株式 383,807百万円
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(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は市場価格のない株式であり、当該株式が超過収益力等を含んだ価額で取得している

場合には、超過収益力等を反映した実質価額が著しく低下したときに、評価損を認識しております。
関係会社株式のうち、デサイフェラ社株式は超過収益力等を反映した価額で取得しております。そ

のため、デサイフェラ社株式の実質価額は、同社の事業計画を基礎として算出された事業価値に基づ
き算定しております。
デサイフェラ社の無形資産およびのれんに減損が生じた場合には、超過収益力等を反映した実質価

額の算定に影響を及ぼし、当社の将来の業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、無形資産およびのれんについては、連結注記表「会計上の見積りに関する注記 １．無形資産

およびのれんの減損」に記載しております。

（貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産 その他（流動資産） 7,500百万円

その他（投資その他の資産） 1,000百万円
主に関税法・消費税法に基づき輸入取引に伴う関税・消費税の納期限延長制度を利用する際の担保として供

託しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 88,995百万円

３．関係会社に対する金銭債権または金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 5,955百万円
長期金銭債権 161百万円
短期金銭債務 1,272百万円
長期金銭債務 20百万円

４．保証債務等
会社 内容 金額

オノ・ファーマ・ユーエスエー インク 家賃支払等に対する保証 1,694 百万円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 7,288百万円
仕入高 1,831百万円
その他の営業取引高 14,426百万円

営業取引以外の取引による取引高
受取利息 174百万円
不動産等に係る収入 89百万円
保険料収入 9百万円
その他の営業取引以外の取引高 5百万円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類および総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首
（株）

増加
（株）

減少
（株）

当事業年度末
（株）

普通株式 28,980,082 3,149 63,400 28,919,831

（注）１．普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加549株および譲渡制限付株式報
酬の返還による増加2,600株であります。

２．普通株式の自己株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分63,400株によるも
のであります。

（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
前払試験研究費 49,457百万円
賞与引当金 1,781百万円
未払事業税 483百万円
販売促進引当金 427百万円
未払金 3,112百万円
投資有価証券評価損 1,395百万円
退職給付引当金 134百万円
償却資産等償却費 8,771百万円
貸倒引当金 1,103百万円
その他 5,190百万円
繰延税金資産小計 71,852百万円
評価性引当額 △2,554百万円
繰延税金資産合計 69,298百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △15,921百万円
固定資産圧縮積立金 △59百万円
その他 △202百万円
繰延税金負債合計 △16,182百万円
繰延税金資産の純額 53,116百万円

２．法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及

び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税および地方法人税の
会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理ならびに開示を行っております。
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３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、

2026年４月１日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金

資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金負債の金額を控除した金額）が671百万円増加

し、法人税等調整額が1,126百万円、その他有価証券評価差額金が455百万円それぞれ減少しております。

（１株当たり情報に関する注記）
・１株当たり純資産額 1,697円77銭
・１株当たり当期純利益 218円02銭

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表に同一の内容を記載しているため、記載を省略しており

ます。

（重要な後発事象に関する注記）
当社は、米国Ionis Pharmaceuticals Inc.と、同社が真性多血症（PV）の治療薬として開発中の

「Sapablursen」に関するライセンス契約を2025年３月12日に締結しました。本契約の締結により、当社は、
全世界を対象に独占的に「Sapablursen」を開発および商業化する権利を取得しました。当社は、契約一時金
として2.8 億米ドル、また、開発の進捗、申請/承認時および売上高に応じたマイルストンとして合計で最大
6.6 億米ドルを、さらに、「Sapablursen」の売上高に応じたロイヤルティを同社に支払います。本取引は、
Hart-Scot-Rodino Antitrust Improvements Act （"HSR Act"）に定める事前届出の対象となりますが、当
社は、2025年３月24日に米国当局（司法省および連邦取引委員会）への届出を行い、2025年４月24日に本
届出の待機期間が終了しました。これに伴い、同社との契約が有効となることから、契約一時金2.8億米ドル
につきましては、2025年４月に、損益計算書の「研究開発費」に計上しております。

（その他の注記）
個別注記表は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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